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 プログラム 
 

１．開会 

２．前回の振り返り 

３．班分け 

４．地域コミュニティの条文確認 

５．市民活動促進の条文の検討 

６．条例原案の確認 

７．議会の役割について 

８．閉会 
 

 

平成 26 年 10 月 14 日（火）に労働福祉会館中ホールにお

いて第 10回市民検討会を開催しました。 

はじめに、前回出来上がった前文の確認と地域コミュニティ

の活性化の条文に盛り込む内容の検討を行なったことについ

て、検討会ニュースで振り返りを行いました。 

５班に分かれて行なわれたワークショップでは、地域コミュ

ニティの活性化の条文に盛り込む内容の確認を行なった後、市

民活動の促進の条文に盛り込む内容の検討を行い、検討結果を

各班から発表していただきました。 

また、市民検討会の意見を踏まえて作成された条例原案につ

いて、条例の章立てと条文の一部（１章から４章まで）が事務

局から報告・説明されました。 

最後に、議会の役割について議会基本条例により確認を行な

った後、事務局から自薦・他薦により副会長の選任を行なうこ

とが報告されました。なお、副会長の選任結果は次回、皆さん

に報告させていただきます。 

 

 10  これまでの市民検討会で議論してきた、皆さんの意見を反映させた、まちづくり基本条例の

原案の一部ができあがりました。次回、これに地域コミュニティの活性化や市民活動の促進な

どの条文を加え、完全な形にして皆さんに報告させていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①市民活動団体の役割

について 

 

・市民活動団体の専門性は何を基準にするのか、特性と専門性

の違いが明確でない。 

 

・条文に特性・専門性といった表現があると市民活動団体になる

ハードルが高くなる。 

 

・市民活動団体が自ら情報発信をしなければならないのか。 

 

・市民活動団体への強制といった意味合いが生じるのではない

か。 

 

・市民活動団体が縛りなく活動するためには団体登録しない方

がいい。 

 

・型にはめてしまうと市民活動団体の活動の足かせになるので

はないか。 

 

・市民活動団体の連携の相手は様々なまちづくりの主体の方が

いいのではないか。 

 

②市民活動への支援に

ついて 

 

・連携、協力とは具体的にどういったことか。市民活動団体が連

携を図るためにはコーディネーター役が必要ではないか。 

 

・適切な支援策とはどの範囲までを言うのか。 

 

・これから設立する団体への支援（相談窓口など）も必要ではな

いか。 

 

・「努める」の表現は消極的、推進するに変えたほうが善い。 

 

③その他 

 

・市民活動推進のための市民の役割が必要ではないか 

 

  今回のワークショップでは、地縁的活動と並んで住民自治の一翼を担う市民活動について改めて

おさらいをした後、市民活動の促進に関する条例に盛り込む内容について意見交換を行い、各班か

ら検討内容の発表を行なっていただきました。 

今回の検討会で出された意見を反映させて、条例に盛り込む内容の修正を行ない、次回の検討会

で確認したいと思います。 

  市民活動の促進の検討で出された意見 

これから設立する団

体への支援も必要で

はないか！ 


